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筒井　通子　　〒631-8523　奈良市中登美ヶ丘3-15-1　奈良学園大学奈良文化女子短期大学部

１．はじめに

幼稚園教育要領が、平成30年度から実施される。これからの幼児教育は、子ども主体の遊びや活動

を通して子ども自らが学ぶことが求められる。幼稚園教育要領（平成29年告示）の前文第１章 総則 第

２に「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿「10の姿」」があるが、その（10）に「豊かな感性と表現」

がある。「心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特徴や表現の仕方などに気

付き、感じたことや考えたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりし、表現す

る喜びを味わい、意欲をもつようになる。」とある1）。基礎的な知識や技能の獲得とともに、「感じる」

とか、「感じとる」という感覚面を体験的に学んでいくことや、「伝える」「表現していく」ということ

が重要であると考える。

芸術と教育Ⅶ
─ 国文祭 障文祭なら2017への参加を通しての表現力の育成 ─
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幼児教育に携わる教員となる際には、最低限必要な基礎的・基盤的な知識・技能を身に付けることが

必要である。そして、教員自身が豊かな感性や表現力をもち、伝統と文化を尊重し、国際社会の平和や

発展に寄与することによって、生き生きと自信をもって幼児教育に携わることができる。

第32回国民文化祭・なら2017 第17回全国障害者芸術・文化祭なら大会（以後、国文祭・障文祭なら

2017と記述）の応援事業「芸術と教育」展への参加によって、幼児教育の指導者としての「表現力」がつき、

地域社会の伝統・文化を知ることにつながる術を考察した。

キーワード：芸術と教育、応援事業への参加、表現力、鑑賞教育、第32回国民文化祭・なら2017、

　　　　　　第17回全国障害者芸術・文化祭なら大会
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幼稚園教育要領の改訂に伴って重要なのは、保育者の資質・専門性を高めることと家庭や地域との連

携を深めることが大切になってくる。

保育者は、幼児期にふさわしい生活の展開をし、遊びを通しての総合的な指導をすることが重要であ

る。幼稚園教育要領第１章 総則 第１「幼稚園教育の基本」の内容の趣旨に「幼児の発達は、心身の諸

側面が相互に関連し合い、多様な経過をたどって成し遂げられていくものであること、また、幼児の生

活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して、幼児一人一人の特性に応じ、発達の課題に即した指導を

行うようにすること」2）とある。

保育者の役割は、幼児一人一人の行動の理解と予想に基づき、計画的に環境を構成したり、物的・空

間的環境を構成したりしなければならない。それには、まず、保育者が豊かな感性や表現する力をもつ

ことと、体験を通して、「協働性」や「同僚性」を高めていくことが重要である。それらを高めることによっ

て、今回の改訂で大きなポイントになっている「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿「10の姿」（1）

健康な心と体（2）自立心（3）協同性（4）道徳性・規範意識の芽生え（5）社会生活との関わり（6）思考力

の芽生え（7）自然との関わり・生命尊重（8）数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚（9）言葉によ

る伝え合い（10）豊かな感性と表現（以後「10の姿」と書く）」に意識して取り組んでいける。

また、幼小連携を推進していくことが重要事項に挙げられている。ここでも「幼児期の終わりまでに

育ってほしい姿」の共有を図ることが重要である。「豊かな感性と表現」を育てるには、幼小間での作

品の鑑賞教育を取り入れたい。

筆者は、独立行政法人国立美術館が行っている「美術館を活用し

た鑑賞教育についての指導者研修」の一期生である。この研修を受

けてから本年で13年目となる。その後、平成20（2008）年、国際美

術教育学会（InSEA 世界大会 in 大阪2008）で筆者は「小学校教育

の中での美術教育の重要性」を述べた。そして、この12年間、「鑑

賞教育」の重要性と「芸術と教育」の関連性を「芸術と教育Ⅰ～Ⅶ」

として検証するとともに、保育者になろうとする者への「鑑賞教育」

を行っている。

「鑑賞教育」の充実に関する研究は、2005年から現在に至ってい

る。それは、人格形成の一翼を美術教育が担っていると考えるから

である。（図１）は、書道、絵画、造形表現「新聞紙で制作した犬」

を活用して教育する一例である3）。

保育者になろうとする者が、「国文祭・障文祭なら2017」に参加するための制作活動をすることによっ

て、よりよい作品作りのために予習をしたり、情報を収集したりして、造形の基礎を身に付けることが

できる。また、それらを表現していく中で、豊かな感性や表現する力が育成され、我が国の伝統や文化、

郷土を知る一つの方策となることを提案する。

図1　「芸術と教育」



−113−

２．表現力の育成の工夫

２．１　「表現力とは」

「感じたこと」や「考えたこと」を相手に自分なりに伝える能力が幼児に育成するべき表現力である。

その「表現力」とは、 今回、改訂の「10の姿」（前述1））にもある様々な素材の特徴や表現の仕方に気付き、

友達同士で、表現をする喜びを味わい、楽しみながら相手に自分の思いを伝えられることである。また、

その表現活動をするまでの過程が大切である。

２．１．１　保育者の表現力

保育者が、幼児に表現力をつけるために、幼児の主体的な活動を大

切にしつつ、適切な環境の設定や指導の工夫を行う必要がある。その

ためには、保育者自身がいろいろな素材に触れ、表現の仕方に気付き、

感性を豊かに働かせ、表現の喜びを楽しむことが重要と考える。

また、改訂の内容にもある協同性については、保育者になろうとす

る者がその養成機関で体験しておくことが重要である。充実した教育

や実践がなされている園では、保育者どうしのコミュニケーションが

多くもたれている。また、お互いに相手の表現されたものを鑑賞したり、

語り合ったりすることによって、より優れた表現ができるようになる。

全国で初めて障害のある人とない人が一体となって開催される「国

文祭・障文祭なら2017」の応援事業に保育者や保育者になろうとする

学生が参加をする（図２）。

保育者になろうとする学生は、「奈良の文化や歴史」の表現をするた

めの情報収集でいろいろな場所に行ったり、その場所の方々に由来を

尋ねたりしている。そのことを通して、「奈良の文化や歴史」を知ることができる。また、情報収集の

ために集団行動をすることによって、協同性やコミュニケーション能力も培える。

制作に関しては、自らが表現する力や方法を知ることによって幼児の表現力の育成につながる。

応援事業「芸術と教育」展に参加するための制作を意欲をもって取り組むためには、内容を理解する

ことが重要である。国文祭・障文祭なら2017のパンフレッ

トをや広報されている情報を読み、また、筆者の説明を聞い

て概要や趣旨を知る（図３）。

また、保育者の表現力の育成では、色彩感覚を豊かにする

ことによって、それが幼児への指導力にもつながる。幼児

の生活の環境設定を行う時にも役立ってくる（図４-1）（図４

-2）（図４-3）。

図2　応援事業への参加

図３　内容の説明

図4-1　色環の制作
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２．２　保育者の鑑賞教育

対話型鑑賞は、指導者が鑑賞者と共に対話を行いながら作品を

読み解いていく鑑賞方法であるが、これを制作者同士で行う。

これは、幼児が鑑賞をするための環境設定の仕方を知る方法の

一つにもなる。作品を鑑賞する楽しさを指導者が味わい、相手の

作品のよさや自分とは、異なった表現方法に気付き、よりよい表

現ができるようになる。また、身近な人物の制作したものを展示・

鑑賞することで、親近感をもちながら、感動、共鳴、共感をし、

次に表現することへの意欲にもつながる。

鑑賞を行った後では、幼児に友達の作品を見せることの大切さ

や、配色の工夫で表現が豊かになることに気付けた（図５-1）（図

５-2）。

２．３　「芸術と教育」との関連

国文祭・障文祭なら2017の応援事業への参加を通して、制作過程や鑑賞が、これからの幼児教育の

学びとなる。「身近な環境」という言葉が幼稚園教育要領で多く使われている。それは、「自然」であっ

たり、「生活」であったり、「伝統と文化」でもある。それらを「豊かな感性」で表現していく中で「思

考力」、「創造力」やがては「問題解決能力」をも、もつことへと進んでいける。

「芸術と教育Ⅰ」で、芸術を通して「豊かな人間性の育成」と「人権教育の推進」をする方策の一つ

を提案した。そこで、「美術館の活用」をあげて、美術

館の本来の機能を生かしながら、自他の生命と人権の

尊重をアレルギーの飼い犬の絵画「じろこ」を展示し

たコーナー（図６）で提案した。

地域の小・中学校の障害児学級の児童生徒の作品を

展示することによって、共に「芸術と教育」展を地域

に発信していく。幼児教育の基本である人権教育につ

いて芸術を通して国民及び県民、地域への認識を深め

ていく。アレルギーと脊髄損傷になった「新聞紙で作っ

図4-2　補色･類似色の作品

図4-3　色の組み合わせ

図５-2　作品の鑑賞図5-1　内容の説明

図6　障害のある犬「じろこ」の絵
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た犬じろこ」（図７）も展示した。心を込めて表現した絵や造形作品

には、人の心をゆるがす大きな力があり、その表現力を生かすこと

で教育の目標をより達成することができる。

以下に作品制作の過程と感想を示す（図８）（図９）（図10）。

学生の感想

学生の感想から、作品を制作するまでに予習の時間を多く取っている。多方面に渡る情報収集、地域

の方々の協力、奈良の文化や歴史に関しては、普段、気付くことのできなかった自然界にも関心が及び、

色の美しさに気付いている。

技法に関しても、子どもへの指導の仕方まで関心をもつようになった。

図7　新聞紙のじろこ

図10　パンフレットから図9　ネットから印刷図8　駅前やツーリストから
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３．地域への発信

３．１　ギャラリーの活用

応援事業「芸術と教育」展の発表を地域の方々にも鑑

賞していただけ、制作者の表現の場と捉え、「ギャラリー

夢＆トーク」と名付けたギャラリーと「芸術と教育」を研

究するための施設「奈良芸術と教育研究所」（HP:http://

narageijututokyouiku.amebaownd.com）にする。これは、

筆者の施設であり、自由に展示することができる（図11）。

３．２　内容と方法

国文祭・障文祭なら2017

の趣旨に則った展示内容に

する。

作品は、「奈良の文化、奈

良の歴史」をコラージュで表

現したものにする（図12）。

その制作過程の中で保育

者や学生の表現力の育成を

し、次期改訂内容の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿「10

の姿」に迫る。

また、地域の小・中学校の障害児学級の作品を展示し、その作

品を通じて障害者教育の理解を深めていく。学生も鑑賞し、野菜

を使った作品に感動することができた（図13）。筆者も、展示し

ていただけた地域の小学校の校長、教頭、担任に情報の提供をい

ただき、今後の教育に役立てることができる。

学生、幼稚園教員、地域の方々、地域の学校とが、この「芸術

と教育」展への展示を通じて連携ができ、コ

ミュニケーションができ、地域への発信にも

つながる。

また、地域の方々で「いつまでも若々しく

生きる」を目標とした右脳活性絵画教室の生

徒の絵画作品も展示し、学生が鑑賞をし、作

者と会話をして交流ができた（図14）。

他、県外、海外作品を展示し、学生や教員が鑑賞することによって、幼稚園教育要領 第２章 ねらい

図11　「ギャラリー夢＆トーク」写真左
　　　  「奈良芸術と教育研究所」写真右

図12　学生の展示作品を鑑賞

図13　障害児学級の展示作品

図14　学生のギャラリートーク
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及び内容 ５「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を

尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」4）に迫る。

３．２．１　作品展への工夫

学内の造形教室で全員の作品を鑑賞し、ギャラリーで展示する作品を学生自身が選択する。評価基準

は、「鑑賞して、作者の意図が伝わり、感じることができた表現力豊かな作品」とし、高評だったものを、

筆者を含めた数名で選択し、ギャラリーに展示をした。また、それら以外の作品もギャラリーでみてい

ただけるように展示コーナーに置いた。

このことによって、制作段階で「伝え、表現する。」ことへの

関心意欲が高まる。

また、国文祭・障文祭なら2017の応援事業を見に来られる多

くの方々に鑑賞していただけることによって、制作意欲の向上に

もつながる。好きな作品を参加者に選んでいただき、学生の今後

の参考とする（図15）。

学生の作品と地域の方のご意見の一部である（図16）。

図16　学生の作品

・大仏様とバックの対比がすばらしい。

・かわいい大仏様ですね。ますます好きになりました。

・細かく表現されていて感心しました。

・奈良の四季をおもしろく味わえました。

・奈良市だけではなく、奈良県のいろいろな地域のことが作品にされていてよかった。

４．成果と考察

今年は、32年目で初めて国民文化祭が奈良県で開催される年であり、全国障害者芸術・文化祭なら

大会と一体化されての開催は、全国初であった。この記念すべき、文化祭の応援事業に造形作品を地域

のギャラリーに展示するということに学生は、予習や情報収集に意欲的に取り組むことができた。

国民文化祭の概要にある「奈良の文化・芸術を全国に発信できる貴重な機会」と捉え、趣旨である「よ

図1５　学生の作品に投票
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り、文化活動への参加の意欲を喚起し、新しい芸能、文化の創造を促し、併せて地方文化の発展に寄与

するとともに、国民生活のより一層の充実に資することを目的とする」5）にも迫ることができた。

 学生の意欲の喚起のために32年間で全国で初めて２つの文化祭が一体化して行われること等を話し

た。学生は、資料の収集や、制作過程で奈良の文化、芸術の多くを知ることができ、情報の収集や、制

作過程で周りの人々、地域の方々と交流でき、コミュニケーションが取れた。作品の展示で他者の作品

を鑑賞することによって鑑賞教育にも繋がっていく。　

この国文祭・障文祭なら2017応援事業「芸術と教育」展に参加することによって今回、改訂の「10の姿」

の指導に役立てることができる。

５．まとめ

７年間にわたって、「芸術と教育」を関連させて教育することへの意義について研究を続けてきた。

鑑賞教育を中心とした、ギャラリーの活用も３年目である。その年に第32回国民文化祭・なら2017 第

17回全国障害者芸術・文化祭なら大会の応援事業「芸術と教育」展に保育者や保育者になろうとする

本学生が展示内容の作品を発表できた。

国文祭・障文祭なら2017の概要で「奈良の文化・芸術を全国に発信できる貴重な機会」と捉えられ

ている。制作者が、奈良の文化を知って、情報を得て制作に入る。そのことが、保育者としての資質に

も繋がっていった。文化活動への参加の意欲も、より多くの地域の方々にみていただき、地方文化の発

展に寄与していると捉えることで、とても高まり、今まで以上に学生は、事前調査や調べ学習、情報収

集をすることができた。そして、今後、保育者になったときにそれらを表現活動等で伝えていきたいと

「学生の感想」で述べている。これは、改訂された保育内容に取り組む重要な資質・専門性になっていく。

自分の表現したいものを、見る側に「伝える」ことは、自己の表現能力を高める。そのために地域の

ギャラリーでの鑑賞も推進してきたが、「国文祭・障文祭なら2017」への参加で、より多くの方々に鑑

賞をしていただき、投票箱も用意したので、貴重なご意見もいただけた。これらを参考にすることによっ

て、より豊かな感性や表現する力が養われたと思われる。

また、参加していただけた団体のお陰で多くの作品を鑑賞でき、表現は皆が違っていてそれを認め合

え、自分の感覚を安心して表現できる場の設定が重要であると学生が気付けた。

これらのことから、保育者として、また、保育者になったとき、表現力の育成、鑑賞教育、芸術と教

育の関連が重要であるということを理解できると期待している。
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